
別冊１

　独立行政法人都市再生機構業務受託者

　株式会社ＵＲコミュニティ横浜住まいセンター

強制執行等補助業務（横浜地区）団地等概要書



■対象団地一覧

令和5年10月27日現在

団 地 名 所 在 地
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの

有無
車輌進入
の可否

保管先倉庫

菊名池 横浜市港北区菊名1-8-12 無 原則不可 執行官の指示
福富町 横浜市中区福富町仲通1-10 無 原則不可 執行官の指示
福富町西通 横浜市中区福富町西通52 無 原則不可 執行官の指示
井土ヶ谷 横浜市南区南太田四丁目1-1 無 原則不可 執行官の指示
堀之内 川崎市川崎区榎町9-21 無 原則不可 執行官の指示
蒔田 横浜市南区蒔田町伊勢山841-1 無 原則不可 執行官の指示
武蔵中原 川崎市中原区上小田中六丁目27-5 無 原則不可 執行官の指示
大師中町 川崎市川崎区大師駅前1-8-2 無 原則不可 執行官の指示
末吉町四丁目 横浜市中区末吉町4-74 有 原則不可 執行官の指示
睦町 横浜市南区睦町1-15-15 有 原則不可 執行官の指示
青葉台 横浜市青葉区青葉台1-7-5 有 原則不可 執行官の指示
新城第二 川崎市中原区新城1-3-1 無 原則不可 執行官の指示
左近山 横浜市旭区左近山16-8 有 原則不可 執行官の指示
西ひかりが丘 横浜市旭区上白根町891 有 原則不可 執行官の指示
海岸通四丁目 横浜市中区海岸通4-23-1 有 原則不可 執行官の指示
子母口 川崎市高津区子母口458-3 有 原則不可 執行官の指示
井土ヶ谷東 横浜市南区井土ヶ谷下町215-1 有 原則不可 執行官の指示
南太田 横浜市南区南太田三丁目18-1 有 原則不可 執行官の指示
くぬぎ台 横浜市保土ヶ谷区川島町1404 有 原則不可 執行官の指示
西菅田 横浜市神奈川区菅田町488 有 原則不可 執行官の指示
鶴見町 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目20-9 有 原則不可 執行官の指示
峰沢町 横浜市保土ヶ谷区峰沢町35-1 有 原則不可 執行官の指示
本郷町 横浜市中区本郷町2-50 有 原則不可 執行官の指示
南神大寺 横浜市神奈川区神大寺2-9 有 原則不可 執行官の指示
南永田 横浜市南区永田みなみ台2 有 原則不可 執行官の指示
天王町 横浜市保土ヶ谷区天王町2-42-2 有 原則不可 執行官の指示
鶴見町第二 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目10 有 原則不可 執行官の指示
川崎日進 川崎市川崎区日進町23-1 有 原則不可 執行官の指示
南永田第二 横浜市南区永田みなみ台3 無 原則不可 執行官の指示
霧が丘グリーンタウン 横浜市緑区霧が丘三丁目 有 原則不可 執行官の指示
保土ヶ谷駅前ハイツ 横浜市保土ヶ谷区岩井町123-2 有 原則不可 執行官の指示
サンスクエア川崎 川崎市川崎区日進町1 有 原則不可 執行官の指示
港北ニュータウンさるびあ第一 横浜市都筑区荏田南一丁目6 無 原則不可 執行官の指示
港北ニュータウンさるびあ第二 横浜市都筑区荏田南一丁目2 無 原則不可 執行官の指示
中山駅前ハイツ 横浜市緑区中山町329-1 有 原則不可 執行官の指示
港北ニュータウンろべりあハイツ 横浜市都筑区荏田東三丁目13-23 無 原則不可 執行官の指示
西久保町公園ハイツ 横浜市保土ヶ谷区西久保町1-4 有 原則不可 執行官の指示
かわさきテクノピア堀川町ハイツ 川崎市幸区堀川町66-13 有 原則不可 執行官の指示
川崎旭町ハイツ 川崎市川崎区旭町一丁目2-5 有 原則不可 執行官の指示
港北ニュータウンメゾンふじのき台 横浜市都筑区茅ヶ崎南四丁目12 有 原則不可 執行官の指示
小杉御殿 川崎市中原区小杉御殿町2-47 無 原則不可 執行官の指示
港北ニュータウンサントゥール中川 横浜市都筑区中川二丁目9 有 原則不可 執行官の指示
モアレ山田町 横浜市中区山田町8-2 有 原則不可 執行官の指示
ベイサイト本牧－Ⅰ 横浜市中区本牧和田34-1 有 原則不可 執行官の指示
ベイサイト本牧－Ⅱ 横浜市中区本牧原11 有 原則不可 執行官の指示
新山下ベイシティ 横浜市中区新山下三丁目15 有 原則不可 執行官の指示
ビューコート仏向 横浜市保土ヶ谷区仏向町1037-1 有 原則不可 執行官の指示
くぬぎ台－Ⅱ 横浜市保土ヶ谷区川島町1374-13 無 原則不可 執行官の指示
アルテ横浜 横浜市神奈川区大野町1-8 有 原則不可 執行官の指示
左近山第三 横浜市旭区左近山1010-1 無 原則不可 執行官の指示
木月住吉 川崎市中原区木月住吉町23-3 有 原則不可 執行官の指示
港北ニュータウンﾋﾞｭｰﾌﾟﾗｻﾞセンター北 横浜市都筑区南山田一丁目3 有 原則不可 執行官の指示
港北ニュータウンコンフォール東山田 横浜市都筑区東山田四丁目5 有 原則不可 執行官の指示
コンフォール西寺尾 横浜市神奈川区西寺尾二丁目26 有 原則不可 執行官の指示
アーバンハイツみぞのくち 川崎市高津区下作延558 有 原則不可 執行官の指示
ヨコハマポ－トサイドロア弐番館 横浜市神奈川区栄町6-1 有 原則不可 執行官の指示
サンヴァリエ日吉 横浜市港北区下田町四丁目1 有 原則不可 執行官の指示
ビューコート小港 横浜市中区小港町一丁目1-2 有 原則不可 執行官の指示
港北ニュータウンプロムナード仲町台 横浜市都筑区仲町台五丁目7 有 原則不可 執行官の指示
ステラ月見ヶ丘 横浜市鶴見区豊岡町11-1 有 原則不可 執行官の指示
シティコート元住吉 川崎市中原区木月四丁目49-1 無 原則不可 執行官の指示
港北ニュータウン山田富士公園ハイツ 横浜市都筑区北山田三丁目27-1 有 原則不可 執行官の指示
アーンベインルネス長者町 横浜市中区不老町三丁目15-1 有 原則不可 執行官の指示



団 地 名 所 在 地
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの

有無
車輌進入
の可否

保管先倉庫

コンフォール高島台 横浜市神奈川区高島台8-1 有 原則不可 執行官の指示
ベイサイト本牧－Ⅲ 横浜市中区本牧和田33-8 有 原則不可 執行官の指示
港北ニュータウンコンフォールセンター南 横浜市都筑区茅ヶ崎東三丁目5 有 原則不可 執行官の指示
十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場五番街 横浜市緑区十日市場町1258-5 有 原則不可 執行官の指示
コンフォール滝ノ上 横浜市中区滝ノ上120 有 原則不可 執行官の指示
港北ニュータウンコンフォール仲町台 横浜市都筑区勝田南二丁目2-24 有 原則不可 執行官の指示
ベイサイト本牧南 横浜市中区本牧原21 有 原則不可 執行官の指示
港北ニュータウンコンフォール城山の丘 横浜市都筑区東山田3-23-1 有 原則不可 執行官の指示
アーバンドエル瀬谷 横浜市瀬谷区橋戸1-35-1 有 原則不可 執行官の指示
コンフォール永田東 横浜市南区永田東三丁目1-3 有 原則不可 執行官の指示

十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場七番街 横浜市緑区十日市場町1258 有 原則不可 執行官の指示

コンフォール清水ヶ丘 横浜市南区清水ヶ丘238-1 有 原則不可 執行官の指示
十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場六番街 横浜市緑区十日市場町1358-48 有 原則不可 執行官の指示
コンフォール北原 横浜市神奈川区六角橋6-24 有 原則不可 執行官の指示
コンフォール明神台 横浜市保土ヶ谷区明神台1 有 原則不可 執行官の指示
オルトヨコハマビュータワー 横浜市神奈川区新子安一丁目2-3 有 原則不可 執行官の指示
アーベインビオ川崎 川崎市幸区大宮町26-3 有 原則不可 執行官の指示
リーデンスフォート横浜 横浜市神奈川区東神奈川一丁目12-5 有 原則不可 執行官の指示
コンフォール南日吉 横浜市港北区日吉本町四丁目986 有 原則不可 執行官の指示
プロムナード本牧 横浜市中区本牧宮原6-1 有 原則不可 執行官の指示
十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場十四街 横浜市緑区十日市場町1501-1 有 原則不可 執行官の指示
ミラリオ鶴見小野 横浜市鶴見区小野町6-5 有 原則不可 執行官の指示
シティコート山下公園 横浜市中区山下町24-7他 有 原則不可 執行官の指示
コンフォール川崎富士見 川崎市川崎区富士見一丁目6-11 有 原則不可 執行官の指示
コンフォール篠原 横浜市港北区篠原町72-2他 有 原則不可 執行官の指示
アミティ横浜 横浜市神奈川区栄町16-1 有 原則不可 執行官の指示
コンフォール鴨池公園 横浜市都筑区大丸15 有 原則不可 執行官の指示
十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場九番街 横浜市緑区十日市場町1258 有 原則不可 執行官の指示
ミラリオ大師河原 川崎市川崎区大師河原一丁目1-11 有 原則不可 執行官の指示
アクティ横浜山下町 横浜市中区山下町73番地 有 原則不可 執行官の指示
コンフォール仏向町 横浜市保土ヶ谷区仏向町845-1 有 原則不可 執行官の指示
十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場十一番街 横浜市緑区十日市場町1501 有 原則不可 執行官の指示
シャレール海岸通 横浜市中区海岸通五丁目25-2 有 原則不可 執行官の指示
※ 対象団地数等は、増減する可能性があります。
※エレベーターの有については、一部設置団地も含みます。
※団地概要書が必要な場合は、横浜住まいセンター（電話045-872-1131）までお問い合わせください。

■保管替え先倉庫一覧

名称 所在地 概要

コンフォール南日吉 横浜市港北区日吉本町4-10

天王町 横浜市保土ヶ谷区天王町2-42-2
※令和5年10月27日現在



■団地概要書（例）



 

 別冊２  

業務仕様書 

強制執行等補助業務（横浜地区）に関する内容及び処理方法は本仕様書の

定めるところによる。 

 

Ⅰ 業務名称 

強制執行等補助業務（横浜地区） 

 

Ⅱ 業務目的 

独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ横浜

住まいセンター（以下「横浜住まいセンター」という。）担当地区の賃貸

住宅団地において、執行等が実施される場合に、残置物等の処分等業務及

び鍵の解錠等業務を行い、円滑な執行等に寄与することを目的とする。 

 

Ⅲ 履行場所 

横浜住まいセンターが担当する地区内の賃貸住宅等 

 

Ⅳ 履行期間 

令和６年４月１日から令和 11 年３月 31 日まで 

 

Ⅴ 用語の定義 

本仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

１ 賃貸住宅等 

賃貸住宅、賃貸施設及び賃貸倉庫 

２ 執行等 

民事執行法（昭和 54 年法律第４号）に基づく動産差押、明渡催告及

び建物明渡強制執行（賃貸住宅等に係る無断退去等処理も含む。） 

３ 処分等 

残置物等の搬出、運搬並びに保管、引渡及び処分 

４ 解錠等 

鍵解錠及びシリンダー交換 

５ 必要物品等 

処分に必要となる作業員、運搬用トラック、梱包資材その他必要品 

６ 目的外動産 

建物明渡執行を断行する場合において、当該執行の目的外となる動産 

７ 無価値物 

建物明渡執行を断行する場合において、当該執行の目的外となる動産

のうち、執行官の判断により価値が無いとされた物 

８ 無断退去賃貸住宅等 

無断退去又はこれに準ずる退去のあった賃貸住宅等 



 

９ 廃棄物処理法 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137

号） 

 

Ⅵ 業務の依頼及び取消及び完了報告 

１ 業務の依頼 

委託者は執行の申立等を行った後、受託者に対し、予め執行等のスケ

ジュールを連絡した上で、業務実施予定日の２営業日前の正午（以下、

「依頼期限」という。）までに、「業務依頼書」（別添様式１）により業

務を依頼する。 

２ 依頼を変更又は取消す場合 

委託者は執行等に変更が生じる場合、受託者に対し、依頼期限までに

「業務変更・取消依頼書」（別添様式２）により依頼を変更又は取消す。 

依頼期限を過ぎて業務を取消した場合は、受託者は、当該依頼分に係

る見積額のうち人件費及び運搬車両費、鍵解錠費を請求できるものとし、

委託者はこれを支払う。 

３ 完了報告 

受託者は、業務を完了した場合は、遅滞なく、「業務完了報告書」（別

添様式３）を委託者に提出するものとする。 

 

Ⅶ 業務の内容 

実施にあたっては、執行官の指示に基づき（強制執行賃貸住宅等に限

る。）、円滑に執行等補助業務を実施する。 

 

１ 強制執行賃貸住宅等における執行等補助業務 

（１）明渡催告補助 

① 鍵解錠等業務 

イ 鍵の解錠 

ロ 執行等完了後の施錠 

 

② 明渡催告時の業務 

イ 残置物等の搬出、運搬及び必要物品等数量の見積もり並びに当

該見積もりの委託者への提出 

ロ 民事執行法に基づく立会人の確保（執行官の指示があった場合

に限る。） 

 

③ 動産差押時の業務（現場保管する場合は、ニのみに限る。） 

イ 差押動産の梱包、搬出及び運搬用トラックへの積込み 

ロ 差押動産の搬出の完了確認、賃貸住宅等内部及び搬出経路の簡

易清掃 

ハ 所定の保管場所への運搬、搬入及び整理 



 

ニ 差押動産に係る動産目録の作成（裁判所所定様式）並びに執行

官及び委託者への提出（執行官の指示があった場合に限る。） 

 

（２）明渡断行補助 

① 鍵解錠等業務 

イ 鍵の解錠 

ロ シリンダー又は錠前の交換（委託者の依頼がある場合に限る。） 

 

② 目的外動産を保管替する場合 

イ 目的外動産の梱包、搬出及び運搬用トラックへの積込み 

ロ 目的外動産の搬出の完了確認、賃貸住宅等内部及び搬出経路の

簡易清掃 

ハ 所定の保管場所への運搬、搬入及び整理 

ニ 目的外動産に係る動産目録の作成（裁判所所定様式）並びに執

行官及び委託者への提出（執行官の指示があった場合に限る。） 

 

③ 目的外動産を現場保管する場合 

イ 目的外動産の梱包及び整理 

ロ 目的外動産の整理の完了確認、賃貸住宅等内部及び周辺の簡易

清掃 

ハ 目的外動産に係る動産目録の作成（裁判所所定様式）並びに執

行官及び委託者への提出（執行官の指示があった場合に限る。） 

 

④ 無価値物を存置又は処分する場合 

イ 無価値物の室内への取りまとめ又は搬出及び処分 

ロ 無価値物の搬出の完了確認、賃貸住宅等内部及び搬出経路の簡

易清掃（搬出経路の簡易清掃は、搬出する場合に限る。） 

ハ 無価値物に係る動産目録（裁判所所定様式）の作成並びに執行

官及び委託者への提出 

 

（３）保管物の引渡（債務者から保管物の引取り依頼があった場合に限

る。） 

イ 引渡しの立会い及び保管物の引渡 

ロ 債務者からの引渡し物の受領書（裁判所所定様式）及び処分物

の所有権放棄書の徴収 

ハ 引渡完了の旨の文書の作成（裁判所所定様式）並びに執行官及

び委託者への提出 

ニ 所定の保管場所における保管物の整理及び管理 

 

（４）保管物の競売立会い（即日売却、緊急換価を含む。） 

イ 競売への立会い及び競落物品の引渡し 



 

ロ 競売の終了処理（買受人がいない場合。） 

ハ 所定の保管場所における保管物の整理及び管理 

 

（５）保管物の処分（別紙に定める期日等到来後、保管場所の残容量の

状況を確認の上処理を行う。） 

イ 保管物の処分に必要となる必要物品等数量の見積もり並びに

当該見積もりの委託者への提出 

ロ 保管物の処分 

ハ 所定の保管場所における保管物の整理及び管理 

 

２ 無断退去賃貸住宅等における執行等補助業務 

（１）置去り品状況確認時の業務 

① 鍵解錠等業務 

イ 鍵の解錠 

ロ シリンダー又は錠前の交換（委託者の依頼がある場合に限る。） 

 

② 置去り品状況確認時の業務 

イ 委託者の状況確認への立ち会い 

ロ 置去り品の搬出、運搬及び処分に必要となる必要物品等数量の

見積もり並びに当該見積もりの委託者への提出 

ハ 賃貸住宅等内及び置去り品の写真撮影並びに委託者への提出 

 

（２）置去り品搬出又は処分時の業務 

① 置去り品を搬出する場合 

イ 置去り品の梱包、搬出及び運搬用トラックへの積込み 

ロ 置去り品の搬出の完了確認、賃貸住宅等内部及び搬出経路の簡

易清掃 

ハ 所定の保管場所への運搬、搬入及び整理 

ニ 置去り品に係る目録（住まいセンター所定様式）の作成及び委

託者への提出 

 

② 置去り品を処分する場合   

イ 置去り品の搬出及び処分 

ロ 置去り品の搬出の完了確認、賃貸住宅等内部及び搬出経路の簡

易清掃 

ハ 置去り品に係る目録（住まいセンター所定様式）の作成及び委

託者への提出 

 

（３）置去り品の引渡（置去り者（置去り者の親族、関係者を含む。）

から保管物品の引取り依頼があった場合に限る。） 

イ 引渡しの立会い、保管物の引渡し 



 

ロ 置去り者からの引渡し物品の受領書（住まいセンター所定様

式）及び処分物品の所有権放棄書の徴収 

ハ 引渡完了書の作成並びに委託者への提出 

ニ 所定の保管場所における置去り品の整理及び管理 

 

（４）置去り品の処分（別紙に定める期日等到来後、保管場所の残容量

の状況を確認の上処理を行う。）          

イ 置去り品の処分に必要となる必要物品等数量の見積もり並び

に当該見積もりの委託者への提出 

ロ 置去り品の処分 

ハ 所定の保管場所における置去り品の整理及び管理 

 

Ⅷ その他 

１ 作業実施時における一般的な遵守事項 

（１）民事執行法その他関係法令を遵守する。また、法令に定める資格

を要する作業は、有資格者を確保の上、実施する。 

（２）残置物の搬出、運搬等に当たっては効率的な実施を心がけるとと

もに、事故防止に努める。 

（３）作業の従事者名（主作業責任者）を予め委託者に届ける。 

（４）作業に伴い、賃貸住宅等に損傷又は汚れ等が発生したと認められ

る場合は、受託者の責任において原状回復を図る。 

 

２ 第三者へ業務の一部を委託する場合 

第三者への業務の一部の委託は、業務を適切かつ円滑に履行可能な者

のうち、書面による委託者の承諾を得た場合に限り実施できるものとす

る。 

 

３ 特記事項 

（１）鍵解錠等業務 

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律（平成 15 年 6 月 4 日法

律第 65 号）第７条に定める指定建物錠の防犯性能の表示がなされて

いる指定建物錠のうち、耐ピッキング性能 10 分以上のシリンダー錠

の解錠及び施錠を執行等の状況下で適切かつ円滑に履行すること。 

 

（２）目的外動産及び置去り品の運搬 

自らが実施する場合は、貨物自動車運送事業法（平成元年 12 月 19

日法律第 83 号）第３条第１項に規定する国土交通大臣の許可を受け

ていること。 

第三者へ委託する場合は、当該第三者が上記許可を受けているとと

もに、自らが貨物利用運送事業法（平成元年 12 月 19 日法律第 82 号）

第３条第１項に規定する国土交通大臣の行う登録を受けていること。 



 

 

（３）目的外動産及び置去り品の処分 

自ら実施する場合は、廃棄物処理法に規定する処理基準その他関係

法令等に従い適正に処理すること。 

また、委託者から求めがあった場合、廃棄物処理法に定めるマニフ

ェスト等の保管書類（写）を提出し、廃棄物の適正な処理につき報告

すること。 

 

①   産業廃棄物の処理を委託する場合 

イ 運搬の委託は、廃棄物処理法に定める事業許可を有する収集運

搬業者に行うこと。 

なお、運搬途上で積替え保管を行う場合は、当該廃棄物の積替

え及び保管の事業許可を確認すること。 

ロ 処分の委託は、廃棄物処理法に定める事業許可を有する処分業

者に行うこと。 

ハ 運搬、処分の委託契約は廃棄物処理法の規定に基づき、それぞ

れの業者と個別に書面により行うこと。 

ニ もれなく廃棄物処理法に定めるマニフェストを交付し、適正に

最終処分されたか確認すること。なお、廃棄物処理法の規定によ

る情報処理センターが運営する電子情報処理組織への登録によ

り確認を行う場合は、この限りではない。 

 

②   一般廃棄物の処理を委託する場合 

イ 運搬の委託は、廃棄物処理法に定める事業許可を有する収集運

搬業者に行うこと。 

なお、運搬途上で積替え保管を行う場合は、当該廃棄物の積替

え及び保管の事業許可を確認すること。 

ロ 処分を公的機関が運営する施設以外に委託する場合は、廃棄物

処理法に定める事業許可を有する処分業者に行うこと。 

ハ 運搬、処分の委託契約は廃棄物処理法の規定に基づき、それぞ

れの業者と個別に行うこと。 

ニ マニフェストの作成が義務付けられている場合は、マニフェス

トを交付し、適正に最終処分されたか確認すること。 

 

４ 単価表により難い作業を実施する場合 

事前に作業の内容、理由、費用等を明記した文書を提出の上、委託者

と協議を行い、承諾を得た後に作業を実施すること。 

以 上  



 

別紙 

 

１ 保管物の種類別に定める期日等 

 

 種類 期日等 備考 

１ 
執行官が廃棄又は 保管を託し

た物 

執行官からの指示後又

は競売手続終了後、直

ちに 

引取期間内に債務者

から引取依頼があっ

た物を除く。 

２ 

債務者から引取依 頼がないこ

とから債務者が所 有権を放棄

したと認められる物 

賃貸住宅等の明渡し完

了の日から起算して６

か月が経過した日 

債務者から引取依頼

があった物を除く。 

３ 

食料品等保管に適 さない物及

び放置の状況等か ら債務者が

明らかに所有権を 放棄してい

ったと認められる物（破損等に

より使用不能な物等） 

賃貸住宅等の明渡し完

了後、直ちに 
 

４ 

写真、手紙、位牌、遺影、骨壷、

仏壇、絵画、各種記録媒体等賃

借人個人を容易に 特定し得る

物で、止むを得ず債務者による

引取がなされなかった物 

賃貸住宅等の明渡し完

了の日から起算して１

年が経過した日 

債務者から引取依頼

があった物を除く。 

５ 

法令の定めるとこ ろにより私

に所持することが 禁じられて

いる銃砲刀剣類、麻薬、あへん

等又は引火性若し くは爆発性

のある危険物 

確認次第、速やかに委

託者に報告 
 

６ 
その他記１から５ までに拠り

難い物 

委託者と受託者で処理

方針を協議 
 

 



 

 

２ 置去り品の種類別に定める期日等 

 

 種類 期日等 備考 

１ 

置去り者から引取 依頼がない

ことから債務者が 所有権を放

棄したと認められる物 

賃貸借契約の解除の日

から起算して６か月が

経過した日 

置去り者から引取依

頼があった物を除く。 

２ 

食料品等保管に適 さない物及

び放置の状況等か ら置去り者

が明らかに所有権 を放棄して

いったと認められる物（通常ゴ

ミとして廃棄されるべき物、破

損等により使用不能な物等） 

賃貸借契約の解除後、

直ちに 
 

３ 

写真、手紙、位牌、遺影、骨壷、

仏壇、絵画、各種記録媒体等賃

借人個人を容易に 特定し得る

物で、止むを得ず債務者による

引取がなされなかった物 

賃貸住宅等の解除の日

から起算して１年が経

過した日 

債務者から引取依頼

があった物を除く。 

４ 

法令の定めるとこ ろにより私

に所持することが 禁じられて

いる銃砲刀剣類、麻薬、あへん

等又は引火性若し くは爆発性

のある危険物 

確認次第、速やかに委

託者に報告 
 

５ 
その他記１から４ までに拠り

難い物 

委託者と受託者で処理

方針を協議 
 

 



別添様式１ 

令和  年  月  日 

株式会社○○○○ 

代表取締役○○○○殿 

独立行政法人都市再生機構 

業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ 

   横浜住まいセンター 

センター長 木谷 智郎 

業務依頼書 

下記のとおり、強制執行等補助業務（横浜地区）に関する単価契約書第７条第１項の規定に基

づき業務を依頼します。 

                    

業務実施日（履行期限）             

業務内容               

団地等名               

住戸番号               

内訳                 

１ 人件費               

  明渡催告補助               

   作業責任者 件             

   作業員 件             

   立会証人 件             

  明渡断行補助               

   作業責任者 件             

   作業員 件             

   立会証人 件             

  保管物品等の引渡             

   作業責任者 件             

   作業員 件             

  保管物品等の競売立会い             

   作業責任者 件             

   作業員 件             

               

                 

                 

２ 運搬車輌費               

  トラック（4ｔ） 日/台             

    半日/台             

  トラック（2ｔ） 日/台             

    半日/台             

  人員輸送車 日/台             

    半日/台             

３ 鍵解錠等               

                  

                  

                    

・業務依頼時点において、未確定の事項は、別途依頼する内容に基づき業務を実施いただきます。 

・業務完了後の費用については、確定数量に基づいて請求いただきます。 



 

 

別添様式２ 

令和  年  月  日 

株式会社○○○○ 

代表取締役○○○○殿 

独立行政法人都市再生機構 

業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ 

横浜住まいセンター 

センター長 木谷 智郎 

業務変更・取消依頼書 

下記のとおり、強制執行等補助業務（横浜地区）に関する単価契約書第７条第１項の規定に基

づき業務変更・取消を依頼します。 

                    

業務実施日（履行期限）             

業務内容               

団地等名               

住戸番号               

内訳                 

１ 人件費               

  明渡催告補助               

   作業責任者 件             

   作業員 件             

   立会証人 件             

  明渡断行補助               

   作業責任者 件             

   作業員 件             

   立会証人 件             

  保管物品等の引渡             

   作業責任者 件             

   作業員 件             

  保管物品等の競売立会い             

   作業責任者 件             

   作業員 件             

               

                 

                 

２ 運搬車輌費               

  トラック（4ｔ） 日/台             

    半日/台             

  トラック（2ｔ） 日/台             

    半日/台             

  人員輸送車 日/台             

    半日/台             

３ 鍵解錠等               

                  

                  

                    

・業務依頼時点において、未確定の事項は、別途依頼する内容に基づき業務を実施いただきます。 

・業務完了後の費用については、確定数量に基づいて請求いただきます。 



 

 

別添様式３ 

令和  年  月  日 

独立行政法人都市再生機構 

業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ 

横浜住まいセンター 

センター長 木谷 智郎 殿 

株式会社○○○○ 

代表取締役○○○○ 

業務完了報告書 

 

下記のとおり、強制執行等補助業務（横浜地区）について、業務が完了しましたので別添のと

おり報告します。 

 



 
        
                    

業務実施日（履行期限）             

業務内容               

団地等名               

住戸番号               

内訳                 

１ 人件費               

  明渡催告補助               

   作業責任者 件             

   作業員 件             

   立会証人 件             

  明渡断行補助               

   作業責任者 件             

   作業員 件             

   立会証人 件             

  保管物品等の引渡             

   作業責任者 件             

   作業員 件             

  保管物品等の競売立会い             

   作業責任者 件             

   作業員 件             

  保管物品等の処分             

   作業責任者 件             

   作業員 件             

２ 運搬車輌費               

  トラック（4ｔ） 日/台             

    半日/台             

  トラック（2ｔ） 日/台             

    半日/台             

  人員輸送車 日/台             

    半日/台             

３ 梱包資材費               

  ダンボールＳ 枚             

  ダンボールＭ 枚             

  ダンボールＬ 枚             

  大袋 枚             

  エアキャップ 巻             

  布テープ 巻             

  ポリプロピレン紐 巻             

  食器等包装材 50 枚             

４ 鍵解錠等               

  解錠特定 件             

   標準 件             

  施錠特定 件             

   標準 件             

  シリンダー交換 件             

  錠前交換 件             

５ 特殊作業               

６ 残置物処理費               

７ 家電等リサイクル料金       

 

別添 



 別冊３  

 

 

 

 

 

強制執行等補助業務 

（横浜地区） 

技術資料等作成様式集 

 

 

 

 

 

様式１－０ 競争参加資格確認申請書 

様式２－１ 会社概要書 

様式２－２ 各種許可に係る状況申告書 

様式２－３ 業務執行体制等証明書 

様式２－４ 労働関係法規遵守状況の申告書 

様式３－１ 業務実績申告書（継続年数・年間総件数） 

様式３－２ 業務実績申告書（１日あたり最大件数） 

様式４－１ 個人情報保護への取組みに関する申告書 

様式４－２ 品質保証・品質確保への取組みに関する申告書 

様式４－３ 環境への配慮に関する申告書 

様式４－４ 雇用上の福祉に関する申告書 

様式４－５ ワーク･ライフ･バランス等の推進に関する申告書 

様式５－０ 業務の配置人員に係る申告書 

様式６－１ 業務上の留意事項に係る申告書（明渡断行） 

様式６－２ 業務上の留意事項に係る申告書（保管物管理） 

様式６－３ 業務上の留意事項に係る申告書（廃棄物処理） 

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 

横浜住まいセンター 



 

（様式１） 

 

本競争に必要な「役務提供」の登録状況（申請日時点）：以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり 

□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加（該当する場合、登録番号を記載） 

□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載 

 

 

競争参加資格確認申請書 

                 
                                                    令和    年    月    日 

   

    独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 

    横浜住まいセンター  

センター長 木谷 智郎 殿 

 

 

                                           住        所 

                                           商号又は名称 

                                           代表者氏名                                  

 

 

 

令和５年 10 月 27 日付けで公示のありました強制執行等補助業務（横浜地区）に係る競争

参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年独立行政法人都市再生機構達

第 95 号）第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容に

ついて事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

記 

 

 

１ 技術資料（申請者（企業）の経験及び能力）   ：様式２～様式４（添付資料を含む） 

２ 技術資料（予定管理者及び担当者の経験及び能力）：様式５（添付資料を含む） 

３  技術資料（実施方針（提案書））        ：様式６（添付資料を含む） 

 

 

登録番号        



 

（様式２－１） 

 

 

会  社  概  要  書 

 

称号又は名称、代表者名 

 

設 立 年 月 日 

 

本  

店 

所在地  

電話番号  

メールアドレス  

最 寄 り 

の 支 店 

営業所 

所在地  

電話番号  

メールアドレス  

注１）会社案内等を添付してください。 

注２）最寄りの支店・営業所は、当該業務の履行区域の属する都道府県（該当がない場合は

隣接する都道府県）をご記入ください。 



 

（様式２－２） 

各 種 許 可 に 係 る 状 況 申 告 書 

 

  強制執行等補助業務を実施する上で必要となる各種許可の状況については、次の

とおりです。各許可に係る許可証の写しを添付の上申請します。 

 

１ 一般貨物自動車運送事業許可（及び第一種貨物利用運送事業登録）の状況 

 

許可権者 

（登録権者） 

事業者番号 

（登録番号） 

許可年月日 

（登録年月日） 
備考 

（例）**陸運局 第*********号 平成**年**月**日  

    

    

① 自ら実施する場合は一般貨物自動車運送事業許可の状況、② 再委託を予定している場合は

自らの第一種貨物利用運送事業登録並びに再委託予定事業者の一般貨物自動車運送事業許可の状況

（備考欄に協力会社名を記載。）を順に記載してください。 

なお、再委託を予定している場合で技術資料提出時点において第一種貨物利用運送事業登録を申

請中のときは、登録申請書の写しを添付の上、備考欄に「登録申請中」と記載してください。この

場合、業務開始日までに登録を受けていることが必要となります。 

 

 

２ 産業廃棄物処理（収集運搬、処分）の委託状況 

 

事業者名 許可区域 許可番号 許可有効年月日 
備考 

（事業の範囲） 

（例）**㈱ **県 第**********号 令和**年**月**日 処分（中間処理） 

     

     

     

     

     

産業廃棄物の収集運搬又は処分の委託を予定している場合は、委託予定事業者の産業廃棄物収集

運搬業許可又は処分業許可の状況を記載してください。 

なお、排出場所となる各倉庫並びに処分場の存する都道府県又は政令市等の許可がそれぞれ必要

となりますので、許可区域別に行を分けて記載してください。 

 



 

３ 一般廃棄物処理（収集運搬、処分）の委託状況 

 

事業者名 許可区域 許可番号 許可有効年月日 
備考 

（事業の範囲） 

（例）**㈱ **市 第**号 令和**年**月**日 収集運搬 

（積替え保管を除く） 

     

     

     

     

     

一般廃棄物の収集運搬又は処分（処分は、清掃工場への持込等市等に委託する以外の場合に限る。）

の委託を予定している場合は、委託予定事業者の一般廃棄物収集運搬業許可又は処分業許可の状況

を記載してください。 

なお、排出場所となる各倉庫の存する市又は区（特別区に限る。）の許可がそれぞれ必要となりま

すので、許可区域別に行を分けて記載してください。 

 

注）入札説明書２ 競争参加資格等 １（２）ニ及びホの要件確認を行いますので、各許可に

係る許可証の写しを添付してください。 



 

（様式２－３） 

業 務 執 行 体 制 等 証 明 書 

 

令和  年  月  日 

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 
横浜住まいセンター  
センター長 木谷 智郎 殿 

 
住    所 
氏    名 

 
 

 「強制執行等補助業務（横浜地区）」の履行に当たり、下記の執行体制を整備することにより、

入札説明書の見積内訳明細書における予定数量と同程度の業務が発生した場合にも、迅速に履行

できること及び業務完了後に発生した問題等について迅速な措置が行えることを証明いたします。 
 
記 

 
当該業務を行う執行体制組織図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以  上 
 
 
注１）執行体制には、再委託先も含みます。 
注２）組織図を別紙に記載することも可とします。 
注３）入札説明書２ 競争参加資格等 １（２）ロの要件確認を行います。

印 



 

（様式２－４） 

労 働 関 係 法 規 遵 守 状 況 の 申 告 書 

 

  次の質問事項に該当する場合は「はい」、該当しない場合は「いいえ」に「○」を

付けてください。 

 

 質    問    事    項 回  答 

1 
過去３年の間に労働基準監督署から、労働基準法、最低賃金法、

男女雇用機会均等法等に係る勧告、公表を受けたことがない。 
はい ・ いいえ 

2 
過去３年の間に労働基準監督署から、不当労働行為に係る救済

命令を受けたことがない。 
はい ・ いいえ 

3 

就業規則を作成し、労働者の過半数を代表する者の意見を付し

て労働基準監督署へ届出を行うとともに社員に対し適正に周知

を行っている。 

はい ・ いいえ 

4 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する

基準を遵守するとともに時間外労働について適正に労使間協定

を締結し、労働基準監督署へ届出を行っている。 

はい ・ いいえ 

5 
賃金支払いの５原則、最低賃金法を遵守し、また、賃金不払残業

の解消に努めるなど、賃金について適正に処置している。 
はい ・ いいえ 

6 

安全衛生管理体制を整備し、労働者の危険又は健康障害の防止

に配慮している。また、労働者の健康の保持・増進のため、雇入

れ時及び一般健康診断を適正に実施している。 

はい ・ いいえ 

7 

必要な書類を労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務

所へ提出し、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年

金保険に適正に加入している。 

はい ・ いいえ 

  注）当該業務の受託者として決定された事業者が、質問事項３～７において、「いいえ」

に該当する場合には、当社はその是正を求めます。その後の処置状況によっては、契

約を締結しない又は解除することがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

（様式３－１） 

 

 

業 務 実 績 申 告 書 

（ 継 続 年 数 ・ 年 間 総 件 数） 

 

 

 平成 25 年度以降、強制執行等補助業務を受託している件数は、次のとおりです。 

 

年度 
強制執行明渡断行に係る補助業務 

（件） 
主な契約相手方 

25 
 

 
 

26 
 

 
 

27 
 

 
 

28 
 

 
 

29 
 

 
 

30 
 

 
 

１ 
 

 
 

２ 
 

 
 

３ 
 

 
 

４ 
 

 
 

注１）入札説明書２ 競争参加資格等 １（２）ハの要件確認を行います。 

注２）当該業務に係る実績を証する書類（契約書の写し等）を添付してください。 

 



 

（様式３－２） 

 

 

業 務 実 績 申 告 書 

（１ 日 あ た り 最 大 件 数 ） 

 

 

  直近年度における強制執行等補助業務について、同一又は近接地区において一連

の業務として実施した１日当たりの最大件数（催告、断行はそれぞれ１件と数える。）

は、次のとおりです。 

 

 

年

度 

最大件数 

（件/日） 
実施内容 実施年月日 

４ 件  
下表のとおり 

（詳細を表に記載願います。） 
令和  年  月  日 

 

表［実施内容］ 

件 時 間 対象地区 催告・断行の別 

１ ：  ～  ： 
 

 
 

２ ：  ～  ： 
 

 
 

３ ：  ～  ： 
 

 
 

４ ：  ～  ： 
 

 
 

５ ：  ～  ： 
 

 
 

６ ：  ～  ： 
 

 
 

７ ：  ～  ： 
 

 
 

８ ：  ～  ： 
 

 
 

 

 



 

（様式４－１） 

 

個人情報保護への取組みに関する申告書 

 

企業としての個人情報保護の体制・取組みについて、責任体制や役割分担等を具体

的に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）プライバシーマークを取得している場合は、認定証の写しを添付してください。 

注２）プライバシーマークを取得していない場合は、企業としての個人情報保護に係る責

任体制等について、社内規定の写しを添付する等、具体的に記載してください。 

注３）取組み等を行っていない場合は「なし」と記載してください。

 



 

（様式４－２） 

 

 

品質保証 ･品質確保への取組みに関する申告書 

 

 

企業としての品質ＩＳＯ認証（ISO9001）に係る取組状況について、記載してくだ

さい。 

 

 取 組 状 況 

１  品質ＩＳＯ認証（ISO9001）を取得済みまたは申請中である。 

２  品質ＩＳＯ認証（ISO9001）を未取得または未申請である。 

注１）１～２のいずれかを選択（○で囲む）し、１を選択した場合は、「認定証の写し」

又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。 

注２）企業としての体制を整備している場合は、以下に記載してください。 

 

注３）社内規定等がある場合は、写しを添付してください。 

 



 

（様式４－３） 

 

 

環 境 へ の 配 慮 に 関 す る 申 告 書 

 

 

企業としての環境ＩＳＯ認証（ISO14001）に係る取組状況について、記載してく

ださい。 

 取 組 状 況 

１  環境ＩＳＯ認証（ISO14001）を取得済みまたは申請中である。 

２  環境ＩＳＯ認証（ISO14001）を未取得または未申請である。 

注１）１～２のいずれかを選択（○で囲む）し、１を選択した場合は、「認定証の写し」

又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。 

注２）企業としての体制を整備している場合は、以下に記載してください。 

 

注３）社内規定等がある場合は、写しを添付してください。 

 



 

（様式４－４） 

 

 

雇 用 上 の 福 祉 に 関 す る 申 告 書 

 

 

 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年７月 25 日法律第 123 号）に基づく

障害者雇用率及び従業員の 65 歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無につい

て記載してください。 

 

障 害 者 雇 用 率          ％ 

従業員の 65 歳までの安定した雇用

の確保に係る措置の有無 
有   ・   無 

 

注１）障害者雇用率については証明する書類を添付してください。 

注２）安定した雇用の確保に係る措置については、証明する就業規則等（定年が 65歳

以上であること、65 歳までの継続雇用制度の導入又は定年制の廃止が分かるもの）

を添付し、該当条文に下線を付す等により明示してください。 



 

（様式４－５①） 

 

ワーク･ライフ･バランス等の推進に関する申告書 
 

※１～３の全項目について、該当するものに○を付けてください。 

※それぞれ、該当することを証明する書類（認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・

変更届（都道府県労働局の受領印付）の写し）を添付してください。 

※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第２条に規

定する同要綱の対象となる外国法人については、様式４-５（2）を使用してください。 

 

１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 

(1) プラチナえるぼしの認定を取得している。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(2) えるぼし３段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(3) えるぼし２段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(4) えるぼし１段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(5) 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届出をして

おり、かつ、常時雇用する労働者が 100 人以下である。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

２ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

(1) 「プラチナくるみん認定」を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

(2) 「くるみん認定」（令和４年４月１日以降の基準）を取得している。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(3) 「くるみん認定」（平成 29 年４月１日～令和４年３月 31 日までの基準）を取得して

いる。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(4) 「トライくるみん認定」を取得している。 

                       【 該当 ・ 該当しない 】 

(5) 「くるみん認定」（平成 29 年３月 31 日までの基準）を取得している。 

                       【 該当 ・ 該当しない 】 

３ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 

「ユースエール認定」を取得している。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 



 

（様式４－５②） 

ワーク･ライフ･バランス等の推進に関する申告書 

（「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第２条に

規定する同要綱の対象となる外国法人の場合） 

 

※１～３の全項目について、該当するものに○を付けてください。 

※それぞれ、該当することを証明する書類（内閣府男女共同参画局長による認定等相当確

認通知書の写し）を添付してください。 

 

１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 

(1) プラチナえるぼしの認定に相当している。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(2) えるぼし３段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(3) えるぼし２段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(4) えるぼし１段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(5) 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定している状態

に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が 100 人以下である。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

２ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

(1) 「プラチナくるみん認定」に相当している。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(2) 「くるみん認定」（令和４年４月１日以降の基準）に相当している。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(3) 「くるみん認定」（平成 29 年４月１日～令和４年３月 31 日までの基準）に相当して

いる。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(4) 「トライくるみん認定」に相当している。 

                       【 該当 ・ 該当しない 】 

(5) 「くるみん認定」（平成 29 年３月 31 日までの基準）に相当している。 

                       【 該当 ・ 該当しない 】 

３ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 

「ユースエール認定」に相当している。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 



 

（様式５） 

 

業 務 の 配 置 人 員 に 係 る 申 告 書 

 

  当該業務の実施にあたり配置する業務責任者及び業務従事者（予定者を含む）の

業務経験等、及び配置人員計画については次のとおりです。 

 

１ 業務責任者となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。 

所属・役職

等 
氏 名 

業務経験 

代表的な実績 

（担当した地域、業務内容等） 
経験年数 実施期間 

   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

注）業務責任者の業務経験とは、強制執行等補助業務に関する責任者としての経験を指し

ます。 

 

２ 業務従事者のうち、現場を監督する者（現場長、作業長等）（以下、「監督者とい

う。」）を配置する場合は、監督者となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を

記載してください。 

所属・役職

等 
氏 名 

業務経験 

代表的な実績 

（担当した地域、業務内容等） 
経験年数 実施期間 

   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

注）監督者の業務経験とは、強制執行等補助業務に関する監督者としての経験を指します。 

 

 



 

３ 業務従事者として配置する者（監督者を含む）全員について、所属・職名等、業

務経験年数を記載してください。 

 

 所属・職名等 

業務経験 

代表的な実績 

（担当した地域、業務内容等） 
経験年数 実施期間 

１   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

２   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

３   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

４   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

５   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

６   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

７   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

８   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

９   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

10   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

11   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

12   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 
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 年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 



 

 所属・職名等 

業務経験 

代表的な実績 

（担当した地域、業務内容等） 
経験年数 実施期間 

14   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

15   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

16   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

17   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

18   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

19   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

20   年   ヶ月 

平成（令和） 年 月 

～ 

平成（令和） 年 月 

注）業務従事者の業務経験とは、強制執行等補助業務に関する作業員としての経験を指し

ます。 



 

（様式６－１①） 

 

業務上の留意事項に係る申告書 

（明 渡 断 行） 

 

  強制執行の明渡断行に伴う一連の業務に関して、その実施に当たり留意すべき事

項を下記の項目ごとに記載してください。 

１ 断行前における作業員及び車輌の管理を含めた準備事項 

 

 

 

 

 

２ 断行時の全体的な留意事項 

 

 

 

 

 

 

３ 目的外動産搬出時の留意事項 

 

 

 

 

 

注）申告内容は、「提案仕様書」として契約書に添付して業務の実施方針として履行していた

だきます（詳細については、入札説明書２ 競争参加資格等 ４（８）をご確認ください）。 



 

（様式６－１②） 

 

業務上の留意事項に係る申告書 

（明 渡 断 行） 

 

  強制執行の明渡断行に伴う一連の業務に関して、マニュアルの整備及び研修等の

実施状況について記載してください。 

４－１ 明渡断行に関する社内マニュアルの整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

注１）明渡断行に伴う一連の業務（断行前準備、断行時、目的外動産搬出時等）に関する業務

マニュアルの整備状況を記載し、主要なマニュアル等を添付してください。 

注２）業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。 
 

４－２ 明渡断行に関する研修等の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

注１）研修等の内容（明渡断行）が具体的に分かるように、主要な研修資料等を添付した上

で、開催時期・頻度、参加人数等の実施状況を記載してください。 

注２）研修を行っていない場合は「なし」と記載してください。 



 

（様式６－２） 

 

業務上の留意事項に係る申告書 

（保 管 物 管 理） 

 

  目的外動産等の保管物品に関して、保管する倉庫の安全対策や管理方法について

留意すべき事項を下記の項目ごとに記載してください。 

１ 倉庫の安全対策及び緊急時の対応 

 

 

 

 

 

２ 保管物品の管理方法 

 

 

 

 

 

３ 保管物品の債務者への引渡時の留意事項 

 

 

 

 

 

 

注）申告内容は、「提案仕様書」として契約書に添付して業務の実施方針として履行していた

だきます（詳細については、入札説明書２ 競争参加資格等 ４（８）をご確認ください）。



 

（様式６－３①） 

 

業務上の留意事項に係る申告書 

（廃 棄 物 処 理） 

 

  残置物の廃棄物処理を行う場合において、留意すべき事項を下記の項目ごとに記

載してください。 

１ 廃棄物の発生抑制・減量方策、及びその体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 廃棄物の運搬又は処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障

が生じないようにするために必要な措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）申告内容は、「提案仕様書」として契約書に添付して業務の実施方針として履行していた

だきます（詳細については、入札説明書２ 競争参加資格等 ４（８）をご確認ください）。 



 

（様式６－３②） 

 

業務上の留意事項に係る申告書 

（廃 棄 物 処 理） 

 

  残置物の廃棄物処理に関して、マニュアルの整備及び研修等の実施状況について

記載してください。 

３－１ 廃棄物処理に関する社内マニュアルの整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

注１）残置物の廃棄物処理（発生抑制･減量方策、廃棄物の収集運搬･処分時の保全措置等）

に関する業務マニュアルの整備状況を記載し、主要なマニュアル等を添付してください。 

注２）業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。 
 

３－２ 廃棄物処理に関する研修等の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

注１）研修等の内容（廃棄物処理）が具体的に分かるように、主要な研修資料等を添付した

上で、開催時期・頻度、参加人数等の実施状況を記載してください。 

注２）研修を行っていない場合は「なし」と記載してください。 


